
平成 26年 5月 20日

(公財)全国高等学校体育連盟

運動部活動指導者の皆様方ヘ

記

1 そもそも、この「体罰根籠全国共通ルーール」の趣資は何ですか。

教育現場、とりわけ運動部活動にかかわる体罰に対しては、社会全体からの厳しい日

が向けられています。また、関係する様々な機関で、体罰根絶の取組がなされている中

で、高体連としての取組姿勢が聞われています。

本ルールは.本連盟「競技者及し〕`指導者規程」の第6条 (指導者のあり方)及び第 7

条 (罰則)に基づき、「体罰を行った指導者は、高体連主催大会には出場できません。」

という高体連としての考ぇ方を全国共通の具体的ル‐―ルとして制定するものです。これ

を全ての指導者は言うに及ばず、生徒、保護者、そして社会全体にまで広く周知するこ

とにより、運動部活動にかかわる体罰の発生を未然に防止することに大きなねらいがあ

ります。

運動部活動指導者の皆様方には、日頃より本連辮の諸事業及び高等学校における運動部

活動の充実・発展にご理解・ ご協力いただき、誠にありがとうございます。言うまでもな

く、運動部活動の果してきた役割は、高等学校の体育・スポーツの発展・充実のみならず、

高校生の健全育成・人間形成にとって、誠に大きなものがあります。この運動部活動を直

接指導なさっていらっしゃる関係者の皆様方には、改めて感謝中し上げます。

しかしながら、極めて残念なことですが、一部の運動部活動においては、体罰が根絶さ

れているとは言い難い現実があります。フェアープレーの精神や高校生の健全育成を根幹

とする運動部活動の価値とそれらを否定する体罰とは、互いに相入れないものであります。

体罰はたとえどのような理由であれ、それ自体許されないものであり、運動部活動のあ

らゆる場から根絶されなければなりません。

この度、「体罰根絶全国共通ルール」を制定するに当たり、本ルールの趣旨を関係者の皆

様にご理解いただくために、下記のQ&Aを 作成いたしました。本ルールは、運動部活動

における体罰が大きな社会問題となっている今日、運動部活動の意義や価値を再確認する

とともに、全国の運動部活動から体罰を根絶するという高体連としての考え方を全国共通

の具体的ルールとして制定するものです。本ルール制定を期に、運動部活動にかかわる体

罰を何としても防止したいという本連盟の真意を何とぞお汲み取りいただき、運動部活動

指導者の皆様方には特段のご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

2 「本ルールにおける体罰とは、平成25年 5月文部科学省の運動部活動での指導のガ

イドラインにある体罰等の許されない指導と考えられるものの傷について、適用の対象

とする。」とありますが、体罰にも様々な態様や種疲、背景があり、一律に高体運主催大

会への 1年間出嬌停止は、関係者にとってなかなか理解が難しいと考えますが。



本ルールの趣旨は体罰を根絶することであり、体罰の発生を何としても防止する意味

から、基本的には体罰の程度は間わないという考え方に基づくものです。これだけ体罰

が社会問題化している状況で、事前に全国高体連の体罰根絶への取組や本ルールを知っ

ていた指導者が体罰を行った場合は、指導者にとつて厳しいル‐―ルが適用されてもやむ

を得ないという考え方です。

ただ、当該体罰が非常に軽微であり、やむを得ない事情が認められる場合は、個別に

対応することもあり得ると考え、「原則として」という文言を入れました。

6 全国共通ルールを適用された指導者は、通常の線習ω指導や練晋試合への多加、大会

当日の応援や
=1率

等はできますか。

本ルールは、高体連主催大会へ′)出場及び高体連の役職について定めたものであり.

輌常の練習の指導や練習試合べの参加、大会当日の応援や引率等の判断については.該
当校の校長′L生に権限と責任があると考えます.

3 遭動部員間における曇力行為簿は、高体運としては問題にしないのですか。

上記の件については、基本的に各学校の生従指導の内容にかかわることであり、本ル

ールにおいては、適用対象外としましたが、非常に重大な事案の場合は、本連盟「指導

規定」による指導の対象とすることも考慮に入れています。

いずれにしても、スポ‐―ンと暴力行為等は相容れないものであるという基本的な考え

方に立ち、各加盟校の校長先生方及び各運動部活動指導者の皆様には、教育的な配慮の

もと、厳正な指導をお願いいたします。

4 ホルールを適用するに当たり、校長同の構断のはらつき、公立学校と私立学校間の判

断のぼらつき、校長の負担等について、どう対処していくのですか。

本ルールが適正に運用されるためには、所属職員を指導監督する立場におられる各加

盟校の校長先生方の判断や対応が大変重要であると考えています。繰‐り返しになります

が.本ルール制定の趣旨は体罰を根絶することであり、体罰の発生を防止する意味から,

基本的には体罰の程度は問わないという考え方に基づくものです。万が一体罰が発生し

た場合には、校長先生方へ毅然とした対応をお願いしております。

5 各教育委員会又は各学校の指導措置・処分が確定するまでの期間の対応について、校

長による判断のばらつきが懸念されますが。

各教育委員会メli各学校の指導措置・処分が決まるまでの刺「1]の対応については.体

罰の程度、該当生徒及び保護者の状況、当該部活動の状況等を踏まえ、最終的には、該

当校の校長先生の権限と責任において判断されるものであると考ぇます。個々の事案の

状況によって、その

“

」応の仕方が異なるので、ある程度のばらつきが生じることは、い

たし方ない面もあると考えます。

現実的には、該当校の校長先生が体制を確認し、指導者本人も認めていれば、正式な

指導‖置・処分が出るまでは、校長先生のご判断で当該指導者を部活動の顧「●]か らはず

す年の校内措置は可能であると考ぇます。



7 全国共通ルールを轟用された指導者は、都道府県の予選大会にも出場できませんか。
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今後、本ルールを運用していく中で、課題等が生じた場合は、ルールの運用面につい

て、柔軟かつ適正に見直してまいります。

8 全国共通ルールを適用するに当たり、教育委員会の処分・措置等との関係を考慮する

必要はないですか。

教育委員会が行う処分・措置は、地方公務員法や各都道府県の条例・規則に基づいて

行われる懲戒行為です。―一方、大会参加にかかわる
「‖題は高体連の所掌事項であり、別

のものであると考えます.いわば、高体連が指導者の大会参加資格に、 1つの条件を新

たに加えたという考え方であり、教育委員会が行う処分・措置の軽重によって、本ルー

ルを適用するか否かを判断するということではありません。なお、全国高体連としては、

各都道府県教育委員会教育長宛の協力依頼文 (案 )を作成し、本ルールについてご理解

とご協力を要請してまいります。

0 「本ルールを適用される指導者は、適用される旨の連絡を受けた日から2週間以内に、

(公財)全日高等学校体育違盟会長宛に不服申立書を提出して不服を申し立てることが

できる。」とありますが、どのような1■合に不服申立てができるのですか。
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10 ホルール■定に目する現在までの饉悧 こついて敬えてください。

平成 25年 11月 に、本連盟基本問題検討委員会の中に「体罰検討特別委員会」を立

ち上げ、体罰根絶全国共通ルールの素案作成を行いました。その後の経緯については下

記の通りです。

・平成 25年 11月 5日 ～15日 体罰検討特別委員会で素案作成

・ 11月 12日  全体会議で趣旨説明

・ 11月 20日  臨時基本問題検討委員会で検討・協議

・ 11月 21日 ～29日  素案の再検討、関係機関との調整

・12月 6日   第 2回理事会で趣旨説明及び意見聴取

・12月 8日 ～平成 26年 2月  高体連各組織に周知・意見聴取、関係機関との調整

・2月 25日   臨時・基本問題検討委員会で検討・協議

・3月 15日   第 3回理事会で検討・協議 (方向性の確認)

・5月 8日   第 1回基本問題検討委員会で理事会提出案の確定

・5月 20日   第 1回理事会で組織決定

・5月 21日   関係機関への通知

・5月 22日   プレスリリ―ヽス

・7月 1日   本ルール施行適用の基準 日


